
(57)【要約】

【課題】船舶が認証機関により規制要件を適用された航

行区域を航行する際に、認証確認を簡単に行うことがで

きるようにする。

【解決手段】非接触で読取可能な前記記憶媒体４を取り

付けた内燃機関２を船舶１に備え、該記憶媒体４に内燃

機関２が法規、条例、組合などで制定された規制に合格

したことを証明する認証情報を記憶させるとともに、認

証機関１０が有する非接触式読取・書込装置３６で、前

記記憶媒体４に記憶する認証情報を読取可能に船舶１の

航行管理システムを構成した。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 非 接 触 で 読 取 可 能 な 記 憶 媒 体 を 取 り 付 け た 内 燃 機 関 を 備 え る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム で
あ っ て 、 前 記 記 憶 媒 体 に 、 前 記 内 燃 機 関 が 法 規 、 条 例 、 組 合 な ど で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格
し た こ と を 証 明 す る 認 証 情 報 を 記 憶 さ せ る と と も に 、 認 証 機 関 が 有 す る 非 接 触 式 読 取 ・ 書
込 装 置 で 、 前 記 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る 認 証 情 報 を 読 取 可 能 に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 船 舶
の 航 行 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 記 憶 媒 体 と 、 該 記 憶 媒 体 と 接 続 さ れ 、 か つ 通 信 手 段 を 備 え る 情 報 端 末 と を 有 す る 内 燃 機
関 を 備 え た 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 記 憶 媒 体 に 、 前 記 内 燃 機 関 が 法 規 、 条
例 、 組 合 等 で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格 し た こ と を 証 明 す る 認 証 情 報 を 記 憶 さ せ る と と も に 、
認 証 機 関 が 有 す る 通 信 手 段 を 備 え る 情 報 端 末 と 前 記 船 舶 の 情 報 端 末 と を 通 信 さ せ て 、 該 認
証 機 関 の 情 報 端 末 で 前 記 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る 認 証 情 報 を 確 認 可 能 に 構 成 し た こ と を 特 徴 と
す る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 認 証 機 関 か ら 認 証 合 格 が 付 与 さ れ る と 、 そ の 付 与 情 報 を 前 記 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 情 報 端 末 で 内 燃 機 関 に 関 す る 情 報 を 収 集 し て 、 船 舶 の 航 行 に 伴 う 内 燃 機 関 の 劣 化 度
合 い を 演 算 し 、 そ の 劣 化 度 合 い か ら 認 証 レ ベ ル を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載
の 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 船 舶 が 、 認 証 機 関 ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 に よ り 航 行 料 が 設 定 さ れ た 管 理 区 域 に 進
入 し た 場 合 に は 、 船 舶 の 情 報 管 理 装 置 と 前 記 認 証 機 関 の 情 報 端 末 ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関
が 有 す る 通 信 手 段 を 備 え た 情 報 端 末 と を 通 信 さ せ て 、 船 舶 に 課 金 を 行 う こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 特 定 航 行 区 域 を 航 行 す る 際 に 規 制 要 件 が 適 用 さ れ る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム
に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 船 舶 な ど に 搭 載 さ れ る 内 燃 機 関 に は そ の 固 有 情 報 、 例 え ば 内 燃 機 関 の 諸 元 、 要 目
に 関 す る 情 報 、 内 燃 機 関 の 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関 す る 情 報 、 内 燃 機 関 の 取 扱 説
明 書 、 パ ー ツ カ タ ロ グ 、 整 備 マ ニ ア ル に 関 す る 情 報 、 内 燃 機 関 の 構 成 材 料 に 関 す る 情 報 、
前 記 内 燃 機 関 の 検 査 成 績 記 録 に 関 す る 情 報 を 記 録 し た 紙 媒 体 が 付 属 さ れ て い た 。 そ し て 、
こ の よ う な 内 燃 機 関 を 備 え る 船 舶 が 特 定 の 区 域 に 進 入 す る 際 に は 、 そ の 区 域 を 管 理 す る 認
証 機 関 で 認 証 さ れ た 審 査 図 書 、 認 証 番 号 や 証 書 等 の 情 報 を 印 刷 し た 認 証 図 書 を 提 示 し て 認
証 確 認 が 行 わ れ て い た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ま た 、 船 舶 が 特 定 の 航 行 区 域 に 進 入 す る に あ た っ て 、 該 船 舶 と 船 舶 管 理 セ ン タ ー と の 間
で 無 線 通 信 手 段 に よ り 相 互 に 確 認 を 取 り 、 進 入 許 可 手 続 き を 行 え る よ う に 構 成 し た シ ス テ
ム （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 。 ） も 公 知 と な っ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ３ ２ ３ ７ ８ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 従 来 で は 、 認 証 機 関 は 船 舶 （ 内 燃 機 関 ） の 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関 す る 情 報 を
印 刷 し た 認 証 図 書 を 一 つ 一 つ 確 認 す る 必 要 が あ り 、 認 証 確 認 に 多 く の 時 間 が か か り 作 業 効
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率 が 悪 か っ た 。 審 査 図 書 や 認 証 図 書 は 認 証 機 関 で 認 証 を 受 け る 際 に 、 船 舶 か ら 持 ち 出 さ な
け れ ば な ら ず 、 紛 失 す る お そ れ が あ っ た 。 ま た 、 特 許 文 献 １ の よ う な 構 成 で は 、 予 め 船 舶
に 関 す る 情 報 を 船 舶 管 理 セ ン タ ー に 登 録 し て お か な け れ ば な ら ず 、 初 め て 航 行 す る よ う な
未 登 録 の 航 行 区 域 で は 、 認 証 確 認 を 行 う こ と が で き な か っ た 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 解 決 し よ う と す る 課 題 は 以 上 の 如 く で あ り 、 次 に こ の 課 題 を 解 決 す る た め の 手
段 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 即 ち 、 請 求 項 １ に お い て は 、 非 接 触 で 読 取 可 能 な 記 憶 媒 体 を 取 り 付 け た 内 燃 機 関 を 備 え
る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 記 憶 媒 体 に 、 前 記 内 燃 機 関 が 法 規 、 条 例 、 組 合
な ど で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格 し た こ と を 証 明 す る 認 証 情 報 を 記 憶 さ せ る と と も に 、 認 証 機
関 が 有 す る 非 接 触 式 読 取 ・ 書 込 装 置 で 、 前 記 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る 認 証 情 報 を 読 取 可 能 に 構
成 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 請 求 項 ２ に お い て は 、 記 憶 媒 体 と 、 該 記 憶 媒 体 と 接 続 さ れ 、 か つ 通 信 手 段 を 備 え る 情 報
端 末 と を 有 す る 内 燃 機 関 を 備 え た 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 記 憶 媒 体 に 、 前
記 内 燃 機 関 が 法 規 、 条 例 、 組 合 等 で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格 し た こ と を 証 明 す る 認 証 情 報 を
記 憶 さ せ る と と も に 、 認 証 機 関 が 有 す る 通 信 手 段 を 備 え る 情 報 端 末 と 前 記 船 舶 の 情 報 端 末
と を 通 信 さ せ て 、 該 認 証 機 関 の 情 報 端 末 で 前 記 記 憶 媒 体 に 記 憶 す る 認 証 情 報 を 確 認 可 能 に
構 成 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 ３ に お い て は 、 前 記 認 証 機 関 か ら 認 証 合 格 が 付 与 さ れ る と 、 そ の 付 与 情 報 を 前 記
記 憶 媒 体 に 記 憶 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 ４ に お い て は 、 前 記 情 報 端 末 で 内 燃 機 関 に 関 す る 情 報 を 収 集 し て 、 船 舶 の 航 行 に
伴 う 内 燃 機 関 の 劣 化 度 合 い を 演 算 し 、 そ の 劣 化 度 合 い か ら 認 証 レ ベ ル を 求 め る も の で あ る
。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ５ に お い て は 、 前 記 船 舶 が 、 認 証 機 関 ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 に よ り 航 行 料 が 設
定 さ れ た 管 理 区 域 に 進 入 し た 場 合 に は 、 船 舶 の 情 報 管 理 装 置 と 前 記 認 証 機 関 の 情 報 端 末 ま
た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 が 有 す る 通 信 手 段 を 備 え た 情 報 端 末 と を 通 信 さ せ て 、 船 舶 に 課 金 を
行 う も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 効 果 と し て 、 以 下 に 示 す よ う な 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て は 、 認 証 機 関 が 船 舶 （ 内 燃 機 関 ） の 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関
す る 情 報 を 印 刷 し た 認 証 図 書 を 一 つ 一 つ 確 認 す る 必 要 が な く な り 、 船 舶 に 対 す る 認 証 確 認
を 簡 単 に 短 時 間 で 行 う こ と が で き 、 作 業 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 船 舶 側 で
は 認 証 図 書 を 持 ち 歩 か な く て 済 み 、 紛 失 の 恐 れ な く 認 証 機 関 で 確 実 に 認 証 確 認 を 受 け る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ２ に お い て は 、 認 証 機 関 が 船 舶 （ 内 燃 機 関 ） の 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関
す る 情 報 を 印 刷 し た 認 証 図 書 を 一 つ 一 つ 確 認 す る 必 要 が な く な り 、 船 舶 に 対 す る 認 証 確 認
を 簡 単 に 短 時 間 で 行 う こ と が で き 、 作 業 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 船 舶 側 で
は 認 証 図 書 を 持 ち 歩 か な く て 済 み 、 紛 失 の 恐 れ な く 認 証 機 関 で 確 実 に 認 証 確 認 を 受 け る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ３ に お い て は 、 以 後 の 認 証 確 認 を 認 証 機 関 に よ り 容 易 に 行 う こ と が で き る 。
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【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ４ に お い て は 、 内 燃 機 関 の 認 証 レ ベ ル を 的 確 に 自 己 判 断 す る こ と が で き る 。 認 証
機 関 に よ り 規 制 要 件 を 適 用 さ れ た 管 理 区 域 に 進 入 で き る か 否 か を 事 前 に 判 断 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ５ に お い て は 、 認 証 機 関 ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 は 船 舶 か ら 適 正 な 支 払 い を 受 け
る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 に 、 発 明 の 実 施 の 形 態 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 １ は 本 発 明 の 一 実 施 例 に 係 る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム の 全 体 的 な 構 成 を 示 す 図 、 図 ２
は 情 報 管 理 装 置 の 構 成 を 示 す 図 、 図 ３ は 認 証 機 関 に 備 え た 情 報 端 末 の 構 成 を 示 す 図 、 図 ４
は サ ー ビ ス 提 供 機 関 に 備 え た 情 報 端 末 の 構 成 を 示 す 図 、 図 ５ は 認 証 合 格 の 取 得 ま で の 流 れ
を 示 す 図 、 図 ６ は 運 転 条 件 の 切 替 の 流 れ を 示 す 図 、 図 ７ は エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 値 と 性 能 ・ 過
渡 応 答 性 ・ 燃 費 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 １ に 示 す よ う に 、 船 舶 １ に 搭 載 さ れ た 内 燃 機 関 ２ に は そ の 運 転 を 制 御 す る 制 御 装 置 ３
と 、 内 燃 機 関 ２ の 固 有 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 媒 体 ４ と が 設 け ら れ る と と も に 、 該 制 御 装 置 ３
及 び 記 憶 媒 体 ４ そ れ ぞ れ と の 間 で 情 報 の 通 信 を 可 能 と す る 情 報 端 末 と し て 情 報 管 理 装 置 ５
が 備 え ら れ て い る 。 そ し て 、 該 内 燃 機 関 ２ の 情 報 管 理 装 置 ５ が 、 通 信 衛 星 な ど を 利 用 し て
該 内 燃 機 関 ２ の 認 証 を 行 う 認 証 機 関 １ ０ に 備 え ら れ た 情 報 端 末 １ １ と 、 漁 場 や リ ゾ ー ト 地
と な る 区 域 を 有 す る サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ に 備 え ら れ た 情 報 端 末 １ ６ と に そ れ ぞ れ イ ン タ
ー ネ ッ ト な ど の 通 信 網 １ ９ を 介 し て 通 信 可 能 と さ れ て 、 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム が 構 成 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 内 燃 機 関 ２ の 情 報 管 理 装 置 ５ に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 Ｃ Ｐ Ｕ な ど の 演 算 処 理 手 段
２ １ 、 ハ ー ド デ ィ ス ク ド ラ イ ブ ・ Ｒ Ｏ Ｍ ・ Ｒ Ａ Ｍ な ど の 記 憶 手 段 ２ ２ 、 デ ィ ス プ レ イ な ど
の 表 示 手 段 ２ ３ 、 キ ー ボ ー ド な ど の 入 力 手 段 ２ ４ 、 有 線 又 は 無 線 の 通 信 手 段 ２ ５ 、 Ｇ Ｐ Ｓ
受 信 手 段 ２ ６ な ど が 備 え ら れ 、 通 信 手 段 ２ ５ で 該 情 報 管 理 装 置 ５ が 外 部 の 情 報 端 末 と の 間
で 情 報 の 送 受 信 が 可 能 と な る よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 さ ら に 、 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ に は 記 憶 媒 体 ４ に 対 し 情 報 の 読 み 書 き を 可 能 と す る 読 込 ・
書 込 手 段 ２ ７ が 備 え ら れ 、 該 読 取 ・ 書 込 手 段 ２ ７ を 介 し て 情 報 管 理 装 置 ５ と 記 憶 媒 体 ４ と
が 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て い る 。 こ う し て 、 情 報 管 理 装 置 ５ と 記 憶 媒 体 ４ と の 間 で 情 報 の 送
受 信 が 可 能 と さ れ 、 該 情 報 管 理 装 置 ５ を 介 し て 記 録 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ た 内 燃 機 関 ２ の 固 有
情 報 が 外 部 の 情 報 端 末 で 読 取 可 能 と さ れ 、 ま た 記 憶 媒 体 ４ に 新 規 情 報 が 外 部 の 情 報 端 末 か
ら 書 込 可 能 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ で は Ｇ Ｐ Ｓ 受 信 手 段 ２ ６ に よ っ て 複 数 の Ｇ Ｐ Ｓ 衛 星 ２ ８ か ら 送 ら れ
て く る Ｇ Ｐ Ｓ 信 号 を 同 時 に 受 信 し て 船 舶 １ の 現 在 位 置 情 報 （ 緯 度 ・ 経 度 ） が 算 出 さ れ る 。
船 舶 １ の 現 在 地 情 報 は 定 期 的 に 更 新 さ れ 、 読 取 ・ 書 込 手 段 ２ ７ に よ り 書 き 込 ま れ て 記 憶 媒
体 ４ に 記 憶 さ れ る 。 そ し て 、 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ た 船 舶 １ の 現 在 位 置 情 報 は 、 通 信 手 段
２ ５ に よ り 外 部 の 情 報 端 末 に 送 信 可 能 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま た 、 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ に は 内 燃 機 関 ２ の 制 御 装 置 ３ が 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て 、 該 情
報 管 理 装 置 ５ と 制 御 装 置 ３ と の 間 で 情 報 が 送 受 信 可 能 と さ れ て い る 。 制 御 装 置 ３ に は 内 燃
機 関 ２ の 油 圧 や 回 転 数 や 冷 却 水 温 等 の 状 況 を 検 知 す る 各 種 検 知 手 段 が 各 部 に 取 り 付 け ら れ
て そ れ ぞ れ 接 続 さ れ 、 こ れ ら の 検 知 手 段 の 検 出 値 が 情 報 管 理 装 置 ５ に 送 信 さ れ て 、 そ の 表
示 手 段 ２ ３ で 参 照 可 能 と さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ２ ４ 】
　 前 記 制 御 装 置 ３ は 記 憶 媒 体 ４ と も 接 続 さ れ 、 該 記 憶 媒 体 ４ に 対 し 情 報 を 読 み 書 き す る こ
と が で き る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 制 御 装 置 ３ か ら 記 憶 媒 体 ４ に は 前 記 各 種 検 知 手 段 か ら
の 検 出 値 が 書 き 込 ま れ 、 内 燃 機 関 の 運 転 状 況 を 示 す 運 転 来 歴 に 関 す る 情 報 と し て 記 憶 媒 体
４ に 記 憶 さ れ る 。 一 方 、 記 憶 媒 体 ４ か ら 制 御 装 置 ３ に 該 記 憶 媒 体 に 予 め 記 憶 さ れ た 内 燃 機
関 ２ の 運 転 を 制 限 す る 運 転 条 件 （ 内 燃 機 関 各 部 の 設 定 情 報 ） が 読 み 取 ら れ 、 該 運 転 条 件 に
関 す る 情 報 に 基 づ い て 内 燃 機 関 ２ の 運 転 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 前 記 記 憶 媒 体 ４ は 、 非 接 触 で も 情 報 の 読 み 書 き が 可 能 な 非 接 触 型 Ｉ Ｃ チ ッ プ 、 Ｉ Ｃ タ グ
な ど で あ り 、 小 型 の も の が 用 い ら れ る 。 そ し て 、 記 憶 媒 体 ４ は 内 燃 機 関 ２ の 一 部 、 例 え ば
内 燃 機 関 本 体 を 形 成 す る シ リ ン ダ ブ ロ ッ ク や シ リ ン ダ ヘ ッ ド 、 ク ラ ン ク 軸 、 オ イ ル パ ン 、
ボ ン ネ ッ ト 、 カ ム カ バ ー な ど の 任 意 の 構 成 部 品 に 取 り 外 し 不 能 、 ま た は 着 脱 可 能 に 取 り 付
け ら れ 、 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ お よ び 制 御 装 置 ３ に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ る 。 な お 、 船 舶 に 複
数 の 推 進 用 内 燃 機 関 が 搭 載 さ れ る 場 合 、 推 進 用 エ ン ジ ン の 他 に 発 電 用 内 燃 機 関 が 備 え ら れ
る 場 合 な ど に は 、 各 内 燃 機 関 の 制 御 装 置 ３ と 記 憶 媒 体 ４ は 同 一 の 情 報 管 理 装 置 に 通 信 可 能
に 接 続 さ れ 、 こ れ を 用 い て 内 燃 機 関 そ れ ぞ れ の 制 御 や 管 理 が 実 行 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 前 記 記 憶 媒 体 ４ は 書 き 換 え 不 能 に 構 成 す る こ と も 可 能 で あ り 、 複 数 設 け る 場 合 に
は 少 な く と も 一 つ は 書 き 換 え 可 能 に 構 成 し 、 少 な く と も 一 つ は 書 き 換 え 不 能 に 構 成 さ れ 、
新 規 情 報 の 追 記 の み 可 能 と さ れ て い る 。 こ の 書 き 換 え 不 能 に 構 成 し た 記 憶 媒 体 ４ は 取 り 外
し 不 能 に 構 成 す る こ と が 好 ま し い 。 そ し て こ の 書 き 換 え 不 能 に 構 成 し た 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶
さ れ る 情 報 は 前 記 内 燃 機 関 ２ の 運 転 条 件 や 内 燃 機 関 ２ の 固 有 情 報 で あ り 、 該 固 有 情 報 に は
内 燃 機 関 ２ の 諸 元 ・ 要 目 （ 規 格 ） に 関 す る 情 報 と 、 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関 す る
情 報 と 、 内 燃 機 関 ２ の 構 成 部 品 に 関 す る 情 報 と 、 内 燃 機 関 ２ の 検 査 成 績 記 録 に 関 す る 情 報
と 、 運 転 後 の 整 備 来 歴 に 関 し 収 集 し た 情 報 な ど が 含 ま れ て い る 。 こ れ ら の 各 情 報 に は 更 に
以 下 に 記 載 す る 詳 細 な 情 報 が 含 ま れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 内 燃 機 関 ２ の 諸 元 ・ 要 目 に 関 す る 情 報 に は 、 製 作 者 な ど の 名 称 及 び 住 所 、 製 造 場 所 、 製
造 年 月 日 、 認 証 確 認 場 所 、 認 証 確 認 年 月 日 、 機 関 名 称 、 製 造 番 号 、 内 燃 機 関 ２ の シ リ ー ズ
構 成 、 用 途 （ 使 用 形 態 ） 、 定 格 出 力 、 定 格 回 転 速 度 、 承 認 番 号 、 燃 料 の 仕 様 、 エ ミ ッ シ ョ
ン 低 減 装 置 の 承 認 番 号 、 規 制 値 、 認 証 合 格 値 、 連 続 出 力 ／ ク ラ ン ク 軸 回 転 速 度 、 制 限 出 力
／ ク ラ ン ク 軸 回 転 速 度 、 計 画 出 力 ／ ク ラ ン ク 軸 回 転 速 度 、 サ イ ク ル 数 、 シ リ ン ダ 配 置 及 び
数 、 シ リ ン ダ 直 径 × 行 程 × 総 行 程 容 積 、 行 程 ／ シ リ ン ダ 直 径 、 平 均 ピ ス ト ン 速 度 、 平 均 有
効 圧 、 燃 料 消 費 率 、 連 続 出 力 時 燃 料 消 費 量 、 燃 焼 方 式 、 始 動 方 式 、 冷 却 方 式 、 過 給 機 、 空
気 冷 却 機 構 造 、 シ リ ン ダ 中 心 間 距 離 、 同 一 シ リ ン ダ ブ ロ ッ ク を 使 用 し た 他 の 機 関 名 称 、 同
型 機 関 、 類 似 機 関 、 シ リ ン ダ ラ イ ナ 、 シ リ ン ダ ラ イ ナ 下 部 嵌 合 部 径 、 ク ラ ン ク 軸 角 度 、 点
火 順 序 、 軸 径 × 軸 長 、 ピ ン 径 × ピ ン 長 、 腕 幅 × 腕 厚 、 吸 排 気 弁 の 数 、 乾 燥 質 量 、 減 速 機 型
式 、 減 速 比 、 推 進 機 関 の 馬 力 数 、 銘 板 取 付 位 置 、 旧 漁 船 法 馬 力 数 、 機 関 製 作 所 銘 板 、 申 請
機 関 の 漁 船 法 馬 力 数 な ど が 含 ま れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関 す る 情 報 は 、 次 の よ う な 法 律 や 認 証 機 関 や 制 度
等 に お い て 、 合 格 情 報 ま た は 認 証 を 受 け た と き の 検 査 値 や 測 定 値 や そ の 他 必 要 項 目 や 番 号
な ど の 情 報 で あ り 、 そ の 法 律 や 認 証 は 、 船 舶 安 全 法 、 小 型 船 舶 安 全 規 則 、 船 舶 整 備 規 定 、
船 舶 機 関 規 則 、 船 舶 自 動 化 設 備 特 殊 規 則 、 国 内 出 力 規 則 、 国 内 排 気 ガ ス 規 制 、 Ｉ Ｍ Ｏ （ 国
際 海 事 機 関 ） 規 制 、 海 外 船 級 型 式 承 認 、 米 国 排 ガ ス 規 制 、 欧 州 規 制 排 ガ ス 規 制 、 欧 州 地 域
排 ガ ス 規 制 、 騒 音 規 制 、 電 磁 波 規 制 な ど が 含 ま れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 内 燃 機 関 ２ の 構 成 部 品 に 関 す る 情 報 に は 、 シ リ ン ダ 、 シ リ ン ダ ラ イ ナ 、 シ リ ン ダ ヘ ッ ド
、 ピ ス ト ン 、 ピ ス ト ン リ ン グ 、 オ イ ル リ ン グ 、 ピ ス ト ン ピ ン 、 ピ ス ト ン ピ ン メ タ ル 、 コ ネ
ク テ ィ ン グ ロ ッ ド 、 ロ ッ ド ボ ル ト 、 ク ラ ン ク シ ャ フ ト 、 主 軸 受 メ タ ル 、 主 軸 受 ボ ル ト 、 ク
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ラ ン ク ピ ン メ タ ル 、 カ ム 軸 、 吸 排 気 弁 、 吸 排 気 弁 腕 、 カ ム 軸 歯 車 、 ク ラ ン ク 軸 歯 車 、 ハ ズ
ミ 歯 車 、 潤 滑 油 ポ ン プ 本 体 、 冷 却 水 ポ ン プ 本 体 な ど の 材 質 や 寸 法 や 歯 数 や 吐 出 量 な ど が 含
ま れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 内 燃 機 関 ２ の 検 査 成 績 記 録 に 関 す る 情 報 に は 、 試 験 成 績 （ 燃 料 消 費 量 、 排 気 色 、 排 気 温
度 、 制 限 装 置 の 状 態 （ ボ ル ト 長 さ 、 Ｒ Ｏ Ｍ 番 号 な ど ） ） 、 内 燃 機 関 ２ の エ ミ ッ シ ョ ン 情 報
、 燃 料 消 費 率 、 冷 却 水 出 口 温 度 、 清 水 側 温 度 、 海 水 側 温 度 、 潤 滑 油 冷 却 器 入 口 温 度 、 排 気
ガ ス 温 度 （ 過 吸 機 入 口 平 均 ） 、 排 気 温 度 、 無 負 荷 最 大 回 転 数 、 ク ラ ン ク ピ ン 及 び ジ ャ ー ナ
ル の 寸 法 （ 硬 度 、 同 軸 度 、 表 面 粗 さ ） 、 各 部 隙 間 （ ト ッ プ ク リ ア ラ ン ス 、 サ イ ド ギ ャ ッ プ
） 、 ス タ ー タ の 始 動 性 、 部 品 圧 力 検 査 （ シ リ ン ダ ヘ ッ ド 、 ポ ン プ 類 、 ク ー ラ 類 ） な ど が 含
ま れ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 運 転 後 の 整 備 来 歴 に 関 し 収 集 し た 情 報 に は 、 定 期 検 査 情 報 、 運 転 時 間 、 内 燃 機 関 各 部 に
取 り 付 け ら れ た 検 知 手 段 の 出 力 来 歴 、 負 荷 来 歴 、 整 備 来 歴 （ 交 換 部 品 、 潤 滑 油 交 換 、 防 食
亜 鉛 交 換 な ど ） 、 使 用 す る 燃 料 性 状 、 燃 料 供 給 量 、 点 検 時 の 計 測 情 報 （ ク ラ ン ク ジ ャ ー ナ
ル 、 ピ ン 摩 耗 量 、 ア ー ム デ フ レ ク シ ョ ン 、 ベ ア リ ン グ 隙 間 、 シ リ ン ダ ラ イ ナ の 摩 耗 量 、 ピ
ス ト ン リ ン グ 摩 耗 量 、 ギ ヤ バ ッ ク ラ ッ シ ュ 、 カ ム 軸 摩 耗 、 弁 摩 耗 、 損 傷 箇 所 な ど ） な ど が
含 ま れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 さ ら に 、 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ る 内 燃 機 関 ２ の 固 有 情 報 に は 、 取 扱 説 明 書 、 パ ー ツ カ タ
ロ グ （ エ ン ジ ン 構 成 部 品 ） 、 整 備 マ ニ ュ ア ル （ 分 解 、 整 備 用 ） の 情 報 が 含 ま れ 、 他 に も 客
先 が 必 要 な 仕 様 書 （ 要 目 表 、 外 形 図 、 諸 管 線 図 、 電 気 配 線 線 図 、 予 備 品 表 、 工 具 表 、 パ ッ
キ ン グ リ ス ト ） 、 工 場 部 品 の 組 み 込 み 情 報 （ 性 能 に 影 響 を 及 ぼ す 部 品 番 号 、 ト ッ プ ク リ ア
ラ ン ス 、 ラ イ ナ 出 代 、 燃 料 噴 射 ポ ン プ の 補 正 値 、 ノ ズ ル 流 量 ） 、 部 品 解 説 書 （ 販 売 技 術 資
料 ） 、 商 品 規 格 （ 要 目 、 性 能 保 証 値 ） な ど が 含 ま れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 そ し て 、 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ に 内 燃 機 関 ２ の 固 有 情 報 の う ち 、 各 種 検 知 手 段 か ら の 検 出
値 が 読 取 ・ 書 込 手 段 を 介 し て 読 み 取 ら れ 、 若 し く は 制 御 装 置 ３ か ら 直 接 に 読 み 取 ら れ 、 内
燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い が 演 算 可 能 と さ れ て い る 。 こ の よ う に し て 得 ら れ る 内 燃 機 関 ２ の 劣
化 度 合 い に 関 す る 情 報 は 情 報 管 理 装 置 ５ か ら 記 憶 媒 体 ４ に 書 き 込 ま れ 、 内 燃 機 関 ２ の 固 有
情 報 の 一 部 と し て 追 記 さ れ る 。 内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い は 所 定 時 間 ご と に 演 算 さ れ 、 そ の
都 度 に 記 憶 媒 体 ４ 内 の 情 報 が 更 新 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 １ 及 び 図 ３ に 示 す よ う に 、 内 燃 機 関 ２ に 対 し 認 証 を 行 う 認 証 機 関 １ ０ に 設 け ら れ る 情
報 端 末 １ １ に は 、 演 算 処 理 手 段 ３ １ 、 記 憶 手 段 ３ ２ 、 入 力 手 段 ３ ３ 、 表 示 手 段 ３ ４ 、 通 信
手 段 ３ ５ が 備 え ら れ 、 該 情 報 端 末 １ １ と 内 燃 機 関 ２ の 情 報 管 理 装 置 ５ と の 間 で 互 い の 通 信
手 段 ３ ５ ・ ２ ５ に よ り 情 報 が 通 信 網 １ ９ を 介 し て 送 受 信 可 能 と さ れ て い る 。 ま た 、 認 証 機
関 １ ０ に よ っ て は 情 報 端 末 １ １ に 前 記 内 燃 機 関 ２ に 取 り 付 け ら れ た 記 憶 媒 体 ４ に 対 し 非 接
触 で 情 報 の 読 み 書 き を 可 能 と す る 非 接 触 式 読 取 ・ 書 込 装 置 ３ ６ が 接 続 さ れ 、 該 読 取 ・ 書 込
装 置 ３ ６ を 介 し て 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ と 内 燃 機 関 ２ の 記 憶 媒 体 ４ と が 直 接 に 通 信
可 能 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 １ 及 び 図 ４ に 示 す よ う に 、 サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ に 設 け ら れ る 情 報 端 末 １ ６ に は 、 前
記 同 様 に 、 演 算 処 理 手 段 ４ １ 、 記 憶 手 段 ４ ２ 、 表 示 手 段 ４ ３ 、 入 力 手 段 ４ ４ 、 通 信 手 段 ４
５ が 備 え ら れ 、 該 情 報 端 末 １ ６ と 内 燃 機 関 ２ の 情 報 管 理 装 置 ５ と の 間 で 互 い の 通 信 手 段 ４
５ ・ ２ ５ に よ り 情 報 が 通 信 網 １ ９ を 介 し て 送 受 信 可 能 と さ れ て い る 。 ま た 、 サ ー ビ ス 提 供
機 関 １ ５ に よ っ て は 情 報 端 末 １ ６ に 前 記 内 燃 機 関 ２ に 取 り 付 け ら れ た 記 憶 媒 体 ４ に 対 し 非
接 触 で 情 報 の 読 み 書 き を 可 能 と す る 読 取 ・ 書 込 装 置 ３ ６ が 接 続 さ れ 、 該 読 取 ・ 書 込 装 置 ３
６ を 介 し て サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ と 内 燃 機 関 ２ の 記 憶 媒 体 ４ と が 直 接 に 通
信 可 能 と さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の よ う に 構 成 さ れ る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 船 舶 １ が 航 行 区 域 を 航 行
す る 際 に 認 証 機 関 １ ０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ に よ り 管 理 さ れ る 管 理 区 域 に 進 入 し よ
う と す る 場 合 、 船 舶 １ と 認 証 機 関 １ ０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ と の 間 に 次 の よ う な 処
理 が 図 ５ に 示 す よ う な 流 れ で 行 わ れ る 。 ま ず 、 航 行 中 に は 情 報 管 理 装 置 ５ に よ っ て Ｇ Ｐ Ｓ
衛 星 ２ ８ に よ り 得 ら れ る 船 舶 １ の 現 在 位 置 情 報 と 記 憶 媒 体 に 予 め 規 制 さ れ た 管 理 区 域 に 関
す る 情 報 と が 定 期 的 に 照 合 さ れ 、 管 理 区 域 に 対 す る 船 舶 の 位 置 が 特 定 さ れ る 。 そ し て 、 船
舶 の 現 在 位 置 情 報 や 進 行 方 向 な ど の 情 報 か ら 管 理 区 域 に 進 入 す る か 否 か が 判 定 さ れ る （ ス
テ ッ プ Ｓ １ １ ） 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 船 舶 １ が 管 理 区 域 に 進 入 す る と 判 定 さ れ た と き に は 、 船 舶 １ が 航 行 規 制 区 域 に 所 定 距 離
だ け 手 前 ま で 接 近 す る と 、 船 舶 １ の 情 報 管 理 装 置 ５ と 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ ま た は
サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ と の 間 で 通 信 が 開 始 さ れ 、 情 報 管 理 装 置 ５ か ら 前 記
記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ た 船 舶 １ の 内 燃 機 関 ２ が 法 規 、 条 例 、 組 合 な ど で 制 定 さ れ た 規 制 に
合 格 し た こ と を 証 明 す る 認 証 情 報 が 読 み 取 ら れ て 、 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ ま た は サ
ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ に 送 信 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 あ る い は 、 管 理 区 域 に 進 入 口 を 設 け る な ど し て そ こ に 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ ま た
は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ に 接 続 さ れ る 読 取 ・ 書 込 装 置 ３ ６ ・ ４ ６ が 備 え な
れ た 場 合 に は 、 進 入 口 を 通 過 す る 際 に 、 該 読 取 ・ 書 込 装 置 ３ ６ ・ ４ ６ と 船 舶 １ の 内 燃 機 関
２ に 取 り 付 け ら れ た 記 憶 媒 体 ４ と の 間 で 通 信 が 開 始 さ れ 、 該 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ た 船 舶
１ の 内 燃 機 関 ２ が 法 規 、 条 例 、 組 合 な ど で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格 し た こ と を 証 明 す る 認 証
情 報 が 読 み 取 ら れ て 、 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端
末 １ ６ に 送 信 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 そ し て 、 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ で 記
憶 媒 体 ４ か ら 認 証 情 報 が 受 信 さ れ る と 、 該 認 証 情 報 に 基 づ い て 認 証 が 行 わ れ 、 船 舶 １ の 内
燃 機 関 ２ の 認 証 合 格 の 可 否 が 判 定 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。 内 燃 機 関 ２ が 認 証 に 合 格 し
た 場 合 に は 、 認 証 機 関 １ ０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ か ら 船 舶 に 内 燃 機 関 ２ の 認 証 合 格
が 付 与 さ れ （ ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ） 、 そ の 付 与 情 報 が 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ ま た は サ ー
ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ か ら そ の 読 取 ・ 書 込 装 置 ４ ６ あ る い は 情 報 管 理 装 置 ５ の
読 取 ・ 書 込 手 段 ３ ６ を 介 し て 書 き 込 ま れ 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ５ ） 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 こ の よ う に し て 、 認 証 機 関 １ ０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ よ り 認 証 確 認 が 容 易 に 短 時
間 で 行 わ れ 、 そ の 管 理 区 域 へ の 進 入 許 可 が 船 舶 １ に 対 し 与 え ら れ る 。 そ し て 、 管 理 区 域 に
サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ に よ り 航 行 料 が 設 定 さ れ て い る 場 合 に は 、 管 理 区 域 へ の 退 出 時 に 船
舶 に 課 金 が 行 わ れ る 。 航 行 料 は 、 船 舶 １ の 管 理 区 域 へ の 進 入 時 間 、 管 理 区 域 の 条 件 、 船 舶
１ （ 内 燃 機 関 ２ ） の 条 件 な ど に 応 じ て サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ に よ り 算 出 さ
れ る 。 こ こ で の 前 記 管 理 区 域 の 条 件 と は 、 航 行 規 制 区 域 が た と え ば 漁 場 で あ る 場 合 に は 、
魚 の 種 類 や 漁 獲 高 、 リ ゾ ー ト で あ る 場 合 に は 年 齢 や 人 数 な ど で あ り 、 船 舶 （ 内 燃 機 関 ） の
条 件 と は 認 証 レ ベ ル な ど で あ る 。 な お 、 航 行 料 を 定 額 と し て 進 入 時 に 船 舶 に 課 金 す る よ う
に す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ で 求 め ら れ た 航 行 料 は 、 情 報 端 末 １ ６ か ら 船 舶 の 情 報 管 理 装 置 に
送 信 さ れ 、 自 動 決 済 さ れ る 。 こ の 決 済 の 処 理 は 、 従 来 か ら 公 知 の 種 々 の 方 法 を 用 い て 行 う
こ と が で き 、 た と え ば そ の 方 法 の ひ と つ と し て 情 報 管 理 装 置 ５ に 所 有 者 の 金 融 機 関 の 口 座
番 号 を 予 め 記 憶 し て お き 、 該 情 報 管 理 装 置 ５ か ら 金 融 機 関 の 情 報 端 末 に 整 備 費 用 情 報 を 送
信 し 、 電 子 決 済 に よ り 金 融 機 関 で 所 有 者 の 口 座 か ら 整 備 費 用 を 自 動 的 に 引 き 落 と す 方 法 が
あ る 。 こ う し て 、 サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ は 船 舶 １ か ら 適 正 な 支 払 い を 受 け る こ と が 可 能 と
さ れ 、 ま た 船 舶 １ も 航 行 料 の 支 払 い を 簡 便 に 済 ま す こ と が で き る 構 成 と さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ４ ２ 】
　 前 記 船 舶 （ 内 燃 機 関 ） の 条 件 と な る 内 燃 機 関 ２ の 認 証 レ ベ ル は 内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い
に 応 じ て 求 め ら れ 、 船 舶 １ で 自 己 判 断 可 能 と さ れ て い る 。 内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い 、 つ ま
り エ ミ ッ シ ョ ン 低 減 手 段 の 劣 化 度 合 い な ど は 、 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 さ れ た 内 燃 機 関 ２ の 出 荷
時 に お け る 噴 射 量 補 正 値 や 組 込 部 品 の 精 度 値 な ど の 各 部 の 初 期 設 定 情 報 、 初 期 運 転 時 に お
け る 内 燃 機 関 ２ の 所 定 条 件 で の 各 種 検 知 手 段 の 検 出 値 、 運 転 中 の 所 定 時 間 ご と に 記 憶 さ れ
た 各 種 検 知 手 段 か ら の 検 出 値 な ど に 基 づ い て 情 報 管 理 装 置 ５ に よ り 演 算 さ れ る 。 そ し て 、
該 内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い か ら 認 証 レ ベ ル が 判 断 さ れ 、 認 証 レ ベ ル 情 報 が サ ー ビ ス 提 供 機
関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ に 送 信 可 能 と さ れ て い る 。 こ れ に よ り 、 船 舶 １ 側 で 管 理 区 域 に 進 入
で き る か 否 か を 事 前 に 判 断 す る こ と が で き る 。 ま た 、 記 憶 媒 体 ４ 内 の 情 報 を 送 信 し て サ ー
ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ で 内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い を 演 算 し 、 認 証 レ ベ ル を 判 断
す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 内 燃 機 関 ２ に 係 る 規 制 が 異 な る 航 行 区 域 に 船 舶 １ が 進 入 す る 場 合 に は 、 た と え ば
前 記 認 証 機 関 １ ０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ に よ る 規 制 が 適 用 さ れ た 管 理 区 域 に 船 舶 １
が 進 入 す る 場 合 に は 、 船 舶 １ の 内 燃 機 関 ２ が 認 証 機 関 １ ０ ま た サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ が 定
め る 規 制 要 件 に 応 じ て 制 御 装 置 ３ に て 機 関 回 転 数 や 空 燃 比 、 燃 料 噴 射 時 期 な ど が 制 御 さ れ
、 運 転 が 制 限 さ れ る 。 こ の と き 、 記 憶 媒 体 ４ に は 運 転 制 限 に 関 す る 情 報 と 、 該 運 転 制 限 に
適 合 し た 内 燃 機 関 ２ の 運 転 条 件 と が 予 め 記 憶 さ れ て お り 、 記 憶 媒 体 ４ か ら 適 切 な 運 転 条 件
が 制 御 装 置 ３ に 読 み 取 ら れ て 、 運 転 条 件 の 切 替 が 図 ６ に 示 す よ う な 流 れ で 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ の 場 合 も ま ず 、 航 行 中 に は 情 報 管 理 装 置 ５ に よ っ て Ｇ Ｐ Ｓ 衛 星 ２ ８ に よ り 得 ら れ る 船
舶 １ の 現 在 位 置 情 報 と 記 憶 媒 体 ４ に 予 め 規 制 さ れ た 管 理 区 域 に 関 す る 情 報 と が 定 期 的 に 照
合 さ れ 、 管 理 区 域 に 対 す る 船 舶 １ の 位 置 が 特 定 さ れ る 。 そ し て 、 船 舶 １ の 現 在 位 置 情 報 や
進 行 方 向 な ど の 情 報 か ら 船 舶 １ が 管 理 区 域 に 進 入 す る か 否 か が 判 定 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２
１ ） 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 船 舶 １ が 管 理 区 域 に 進 入 す る と 判 定 さ れ る と 、 船 舶 １ が 管 理 区 域 に 所 定 距 離 だ け 手 前 ま
で 接 近 し た と き に 、 船 舶 １ の 情 報 管 理 装 置 ５ で 運 転 制 限 に 関 す る 情 報 が 記 憶 媒 体 ４ か ら 読
み 取 ら れ 、 こ れ か ら 向 か う 管 理 区 域 で の 規 制 要 件 が 確 認 さ れ る 。 そ し て 、 管 理 区 域 で の 規
制 要 件 と 現 在 位 置 で の 規 制 要 件 と が 照 合 さ れ 、 異 な る か 否 か が 判 定 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２
２ ） 。 規 制 要 件 が 変 わ ら な い 場 合 に は 、 現 在 の 運 転 条 件 の ま ま 制 御 装 置 ３ に て 運 転 制 御 が
行 わ れ る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 一 方 、 規 制 要 件 が 異 な る 場 合 に は 、 つ づ い て 管 理 区 域 の 規 制 要 件 が 設 定 す る 規 制 値 が 現
在 の も の よ り も 高 い か 否 か が 判 定 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 。 規 制 値 が 高 く な る 場 合 に は
そ の 場 で （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ） 、 低 く な る 場 合 に は 管 理 区 域 に 進 入 し た 後 で 情 報 管 理 装 置 ５
に よ り 現 在 の 運 転 条 件 が 管 理 区 域 の 規 制 要 件 に 適 合 す る 最 適 な 運 転 条 件 に 切 り 替 え ら れ （
ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ） 、 該 運 転 条 件 に 基 づ い て 制 御 装 置 ３ に て 運 転 制 御 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ の と き に は 、 運 転 条 件 の 切 替 情 報 が 情 報 管 理 装 置 ５ か ら 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １
ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ の 情 報 端 末 １ ６ に 送 信 さ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ ） 、 認 証 機 関 １
０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ で 内 燃 機 関 ２ が 規 制 要 件 に 適 合 し て い る か 否 か が 識 別 可 能
と さ れ て い る 。 ま た 、 運 転 条 件 の 切 替 情 報 は 相 互 認 証 が 可 能 な 認 証 機 関 が 複 数 存 在 す る 場
合 に は 、 全 て の 認 証 機 関 の 情 報 端 末 に 同 時 に 送 信 可 能 と さ れ 、 認 証 機 関 に よ る 内 燃 機 関 ２
の 識 別 が 効 率 よ く 行 わ れ る よ う に 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ う し て 、 異 な る 規 制 要 件 の 設 定 さ れ た 航 行 区 域 に 船 舶 １ が 進 入 す る 際 に は 、 情 報 管 理
装 置 ５ が 運 転 条 件 切 替 手 段 と な っ て 運 転 条 件 が 切 り 替 え ら れ て 、 運 転 制 限 が 変 更 さ れ 、 内
燃 機 関 ２ が 航 行 区 域 に 適 用 さ れ た 規 制 要 件 に 適 合 す る よ う な 運 転 方 法 で 運 転 可 能 と さ れ て
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い る 。 な お 、 航 行 区 域 に 規 制 開 始 時 期 が 適 用 さ れ 、 航 行 中 に 規 制 開 始 時 期 に 至 る 場 合 に も
、 規 制 開 始 時 期 よ り も 所 定 時 間 だ け 早 く 、 あ る い は 規 制 開 始 と 同 時 に 前 記 同 様 に 規 制 要 件
に 適 合 す る よ う に 情 報 管 理 装 置 ５ で 運 転 条 件 を 切 り 替 え る よ う に 構 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 前 記 船 舶 １ で は 航 行 時 に は 航 行 区 域 の 規 制 要 件 に 適 合 す る 運 転 制 限 に 応 じ た 運 転
条 件 で 運 転 が 行 わ れ る が 、 緊 急 事 態 ま た は 異 常 事 態 が 発 生 す る な ど の 非 常 時 に は 、 強 制 的
に 現 在 の 運 転 条 件 を 解 除 し て 、 も し く は 規 制 要 件 に 不 適 合 な 運 転 条 件 で あ っ て も こ れ に 切
り 替 え て 運 転 可 能 と さ れ て い る 。 こ こ で の 非 常 時 と は 、 船 舶 の 故 障 や 乗 員 や 乗 客 の 状 態 の
悪 化 に よ る も の 、 気 象 条 件 の 悪 化 に よ る も の な ど で あ り 、 現 在 位 置 情 報 、 気 象 情 報 、 波 高
、 船 体 速 度 、 船 体 傾 斜 角 度 、 燃 料 圧 力 ・ 温 度 、 空 気 流 量 ・ 温 度 、 潤 滑 油 圧 力 ・ 温 度 、 清 水
圧 力 ・ 温 度 、 海 水 流 量 、 排 気 温 度 、 過 給 気 圧 力 な ど の 情 報 を 用 い て 非 常 時 情 報 が 求 め ら れ
、 実 際 に 非 常 時 で あ る か 否 か が 情 報 管 理 装 置 ５ で 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 そ し て 、 情 報 管 理 装 置 ５ で 非 常 時 で あ る と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 現 在 の 運 転 制 限 に 応 じ
た 運 転 条 件 が 強 制 的 に 解 除 、 も し く は 他 の 異 な る 運 転 条 件 に 切 り 替 え ら れ て 、 航 行 区 域 の
規 制 要 件 に 関 わ ら ず 最 適 な 運 転 が 行 わ れ る 。 ま た 、 情 報 管 理 装 置 ５ と は 別 に 、 運 転 条 件 切
替 手 段 と し て 切 替 ス イ ッ チ な ど を 設 け て 制 御 装 置 ３ と 接 続 し 、 乗 員 が 非 常 時 と 判 断 し た 場
合 に 切 替 ス イ ッ チ を 操 作 し て 、 現 在 の 運 転 条 件 を 強 制 的 に 解 除 す る よ う に 構 成 す る こ と も
で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 こ の よ う に 非 常 時 に 運 転 条 件 が 強 制 的 に 解 除 さ れ た り 、 他 の 異 な る 運 転 条 件 に 切 り 替 え
ら れ た り し た と き に は 、 運 転 条 件 の 切 替 情 報 が 非 常 時 情 報 と と も に 情 報 管 理 装 置 ５ か ら 船
舶 １ が 航 行 中 の 航 行 区 域 を 管 理 す る 認 証 機 関 １ ０ や サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ な ど の 管 理 機 関
に 備 え ら れ た 情 報 端 末 に 送 信 さ れ る 。 こ う し て 、 緊 急 事 態 ま た は 異 常 事 態 が 発 生 す る な ど
し て 船 舶 １ が 非 常 時 で あ り 、 そ の た め 規 制 要 件 に 適 合 し な い 運 転 条 件 に 基 づ い て 内 燃 機 関
２ の 運 転 が 行 わ れ て い る と い う こ と が 、 管 理 機 関 で 認 識 可 能 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ で 求 め ら れ た 非 常 時 情 報 は 、 そ の 内 容 に よ っ て は 関 係 あ る 機 関 に 備
え ら れ た 情 報 端 末 に 送 信 さ れ る 。 た と え ば 、 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ に よ る 非 常 時 判 定 処 理 の
過 程 に お い て は 、 内 燃 機 関 ２ の 各 種 検 知 手 段 か ら の 検 出 値 な ど か ら 算 出 さ れ る 航 行 中 の 回
転 変 動 や 出 力 変 動 を 含 む 内 燃 機 関 ２ に 関 す る 情 報 と 、 船 体 ト リ ム 角 度 な ど の 船 体 情 報 、 波
高 な ど の 気 象 情 報 と を 組 み 合 わ せ て 計 算 す る こ と で 、 津 波 の 発 生 の 可 能 性 が 判 定 さ れ る 。
そ し て 、 津 波 の 発 生 の 恐 れ が あ る と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 船 舶 １ に 影 響 が な く と も 津 波 に
関 す る 情 報 が 影 響 を 受 け る と 思 わ れ る 沿 岸 地 域 の 行 政 機 関 や 報 道 機 関 に 備 え ら れ た 情 報 端
末 に 送 信 さ れ る 。 こ う し て 、 沿 岸 地 域 の 人 々 が 津 波 に 対 し 事 前 に 対 応 し 、 災 害 を 未 然 に 防
ぐ こ と が で き る 構 成 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 前 記 航 行 区 域 の 規 制 要 件 に よ っ て 切 り 替 え ら れ る 運 転 条 件 は 、 内 燃 機 関 ２ の 劣 化
度 合 い に 応 じ て 補 正 さ れ る 。 す な わ ち 、 経 時 劣 化 が 進 み 内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い が 所 定 値
以 上 と な る と 、 各 種 検 知 手 段 か ら の 検 出 値 な ど の 運 転 来 歴 に 関 す る 情 報 が 記 憶 媒 体 ４ か ら
情 報 管 理 装 置 ５ で 読 み 取 ら れ 、 該 情 報 の 統 計 解 析 や マ ッ プ と の 差 分 の 算 出 が 行 わ れ 、 こ れ
を 用 い て 補 正 式 に よ り 機 関 回 転 数 や 空 燃 比 、 燃 料 噴 射 時 期 な ど が 変 更 さ れ て 、 運 転 条 件 の
補 正 が 規 制 要 件 へ の 適 合 す る 範 囲 で 行 わ れ る 。 こ う し て 、 経 時 劣 化 が 進 ん で も 内 燃 機 関 ２
が 常 に エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 に 適 合 し た 状 態 で 運 転 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 具 体 的 に は た と え ば 、 横 軸 を エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 値 と し 、 縦 軸 を 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・ 燃 費
と し た 図 ７ に 示 す 図 を 用 い て 説 明 す る と 、 規 制 要 件 と し て エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 値 Ｌ １ を 設 定
し た 航 行 区 域 に お い て 、 通 常 の 運 転 条 件 を 用 い て 運 転 が 行 わ れ る と 、 内 燃 機 関 ２ の 状 態 は
点 Ｐ １ と な り 、 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 に 合 格 し 、 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・ 燃 費 が 良 好 な 状 態 と な る
。 し か し 、 エ ミ ッ シ ョ ン 低 減 手 段 の 劣 化 度 合 い が 大 き く な り す ぎ た 場 合 に は 内 燃 機 関 ２ の
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状 態 は 点 Ｐ ２ と な り 、 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 に 不 適 合 と な る 恐 れ が 生 じ 、 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・
燃 費 も 悪 化 し た 状 態 に 変 化 す る 。 　
　 そ こ で 、 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 へ の 合 格 を 優 先 す る よ う に 運 転 条 件 の 補 正 が 噴 射 時 時 期 を 変
更 し て 行 わ れ る 。 こ れ に よ り 、 内 燃 機 関 ２ の 状 態 は 点 Ｐ ３ と な り 、 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・ 燃
費 を 悪 化 さ せ つ つ も 、 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 に 余 裕 を も っ て 合 格 し た 状 態 と な る 。 な お 、 エ ミ
ッ シ ョ ン 規 制 値 Ｌ １ よ り も 低 い エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 値 Ｌ ２ を 設 定 し た 航 行 区 域 に お い て は 、
そ の 運 転 制 限 に 応 じ た 運 転 条 件 で 内 燃 機 関 ２ の 状 態 は 点 Ｐ ４ と な り 、 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 に
合 格 し つ つ 、 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・ 燃 費 が 更 に 良 好 な 状 態 と な る 。 ま た 、 非 常 時 に は 内 燃 機
関 ２ の 状 態 は 点 Ｐ ５ と な り 、 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 に 不 適 合 と な る が 、 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・ 燃
費 が 優 先 と さ れ て 最 良 の 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 以 上 の よ う に 、 非 接 触 で 読 取 可 能 な 前 記 記 憶 媒 体 ４ を 取 り 付 け た 内 燃 機 関 ２ を 船 舶 １ に
備 え 、 該 記 憶 媒 体 ４ に 内 燃 機 関 ２ が 法 規 、 条 例 、 組 合 な ど で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格 し た こ
と を 証 明 す る 認 証 情 報 を 記 憶 さ せ る と と も に 、 認 証 機 関 １ ０ が 有 す る 非 接 触 式 読 取 ・ 書 込
装 置 ３ ６ で 、 前 記 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 す る 認 証 情 報 を 読 取 可 能 に 船 舶 １ の 航 行 管 理 シ ス テ ム
を 構 成 し た の で 、 認 証 機 関 １ ０ が 船 舶 （ 内 燃 機 関 ） の 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関 す
る 情 報 を 印 刷 し た 認 証 図 書 を 一 つ 一 つ 確 認 す る 必 要 が な く な り 、 船 舶 １ に 対 す る 認 証 確 認
を 簡 単 に 短 時 間 で 行 う こ と が で き 、 作 業 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 船 舶 １ 側
で は 認 証 図 書 を 持 ち 歩 か な く て 済 み 、 紛 失 の 恐 れ な く 認 証 機 関 １ ０ で 確 実 に 認 証 確 認 を 受
け る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 ま た 、 前 記 記 憶 媒 体 ４ と 、 該 記 憶 媒 体 ４ と 接 続 さ れ 、 か つ 通 信 手 段 ２ ５ を 備 え る 情 報 管
理 装 置 ５ と を 有 す る 内 燃 機 関 ２ を 船 舶 １ に 備 え 、 該 記 憶 媒 体 ４ に 内 燃 機 関 ２ が 法 規 、 条 例
、 組 合 等 で 制 定 さ れ た 規 制 に 合 格 し た こ と を 証 明 す る 認 証 情 報 を 記 憶 さ せ る と と も に 、 認
証 機 関 １ ０ が 有 す る 通 信 手 段 ３ ５ を 備 え る 情 報 端 末 １ １ と 前 記 船 舶 １ の 情 報 管 理 装 置 ５ と
を 通 信 さ せ て 、 該 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １ で 前 記 記 憶 媒 体 ４ に 記 憶 す る 認 証 情 報 を 確
認 可 能 に よ う に 船 舶 １ の 航 行 管 理 シ ス テ ム を 構 成 し た の 、 認 証 機 関 １ ０ が 船 舶 （ 内 燃 機 関
） の 審 査 図 書 、 認 証 番 号 及 び 証 書 に 関 す る 情 報 を 印 刷 し た 認 証 図 書 を 一 つ 一 つ 確 認 す る 必
要 が な く な り 、 船 舶 １ に 対 す る 認 証 確 認 を 簡 単 に 短 時 間 で 行 う こ と が で き 、 作 業 効 率 を 向
上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 船 舶 １ 側 で は 認 証 図 書 を 持 ち 歩 か な く て 済 み 、 紛 失 の 恐 れ
な く 認 証 機 関 １ ０ で 確 実 に 認 証 確 認 を 受 け る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ま た 、 前 記 認 証 機 関 １ ０ か ら 認 証 合 格 が 付 与 さ れ る と 、 そ の 付 与 情 報 を 前 記 記 憶 媒 体 ４
に 記 憶 す る よ う に 船 舶 １ の 航 行 管 理 シ ス テ ム を 構 成 し た の で 、 以 後 の 認 証 確 認 を 認 証 機 関
１ ０ に よ り 容 易 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 前 記 情 報 管 理 装 置 ５ で 内 燃 機 関 ２ に 関 す る 情 報 を 収 集 し て 、 船 舶 １ の 航 行 に 伴 う
内 燃 機 関 ２ の 劣 化 度 合 い を 演 算 し 、 そ の 劣 化 度 合 い か ら 認 証 レ ベ ル を 求 め る よ う に 船 舶 １
の 航 行 管 理 シ ス テ ム を 構 成 し た の で 、 内 燃 機 関 の 認 証 レ ベ ル を 的 確 に 自 己 判 断 す る こ と が
で き る 。 認 証 機 関 に よ り 規 制 要 件 を 適 用 さ れ た 管 理 区 域 に 進 入 で き る か 否 か を 事 前 に 判 断
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ま た 、 前 記 船 舶 １ が 認 証 機 関 １ ０ ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ に よ り 航 行 料 が 設 定 さ れ
た 管 理 区 域 に 進 入 し た 場 合 に は 、 船 舶 １ の 情 報 管 理 装 置 ５ と 認 証 機 関 １ ０ の 情 報 端 末 １ １
ま た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ が 有 す る 通 信 手 段 ４ ５ を 備 え た 情 報 端 末 １ ６ と を 通 信 さ せ て
、 船 舶 １ に 課 金 を 行 う よ う に 船 舶 １ の 航 行 管 理 シ ス テ ム を 構 成 し た の で 、 認 証 機 関 １ ０ ま
た は サ ー ビ ス 提 供 機 関 １ ５ は 船 舶 １ か ら 適 正 な 支 払 い を 受 け る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に 係 る 船 舶 の 航 行 管 理 シ ス テ ム の 全 体 的 な 構 成 を 示 す 図 。
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【 図 ２ 】 情 報 管 理 装 置 の 構 成 を 示 す 図 。
【 図 ３ 】 認 証 機 関 に 備 え た 情 報 端 末 の 構 成 を 示 す 図 。
【 図 ４ 】 サ ー ビ ス 提 供 機 関 に 備 え た 情 報 端 末 の 構 成 を 示 す 図 。
【 図 ５ 】 認 証 合 格 の 取 得 ま で の 流 れ を 示 す 図 。
【 図 ６ 】 運 転 条 件 の 切 替 の 流 れ を 示 す 図 。
【 図 ７ 】 エ ミ ッ シ ョ ン 規 制 値 と 性 能 ・ 過 渡 応 答 性 ・ 燃 費 と の 関 係 を 示 す 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ １ 】
　 １ 　 　 船 舶
　 ２ 　 　 内 燃 機 関
　 ４ 　 　 記 憶 媒 体
　 ５ 　 　 情 報 管 理 装 置 （ 情 報 端 末 ）
　 １ ０ 　 　 認 証 機 関
　 １ １ 　 　 情 報 端 末
　 １ ５ 　 　 サ ー ビ ス 提 供 機 関
　 １ ６ 　 　 情 報 端 末
　 ２ ５ 　 　 通 信 手 段
　 ３ ５ 　 　 通 信 手 段
　 ３ ６ 　 　 読 取 ・ 書 込 装 置
　 ４ ５ 　 　 通 信 手 段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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